
広報つべつ　2021年 11月号

《 陸・海・空自衛隊　令和３年度募集のご案内》

詳　細　自衛隊帯広地方協力本部北見地域事務所　☎ 0157 － 23 － 6826

募集コールセンター（受付時間：正午～午後8 時） フリーダイヤル　0120－063－792

※高等工科学校生徒（推薦）の応募には、中学校長等の推薦が必要です。

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日（ １次）

自衛官候補生（男女）
１８歳以上
３３歳未満

年間を通じて行っています

①１１月１０日（水）～
１２日（金）の指定する
１日 帯広

②１２月４日（土）美幌
③１２月５日（日）帯広

高等工科学校生徒

推薦
１７歳未満の中卒
（見込含）男子

１１月１日（月）～
１２月３日（金）

令和４年１月８日（土）～
１１日（火）の指定する１日

一般
１１月１日（月）～
令和４年１月１４日（金）

令和４年１月２２日（土）～
２３日（日）の指定する１日

個人事業税 ・ 第２期の納期限は
１１月３０日（ 火） です

　個人事業税は、道内に事務所（事業所）のある個人が、地

方税法等で定められた事業を営む場合に、その事業の所得

を基礎として課税される税金です。事業の所得から各種控

除額を差し引いた金額に次の税率を乗じて算出します。

　納税通知書は、８月１０日（火）に第 1 期分と第 2

期分を合わせて送付していますので、第２期の納期限

の１１月３０日（火）までに納めてください。

※新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方に対する

徴収猶予の特例制度についてのご相談も受け付けています。

問い合わせ先　オホーツク総合振興局税務課

【課税に関すること】課税係　☎ 0152 － 41 － 0613

【納税に関すること】納税係　☎ 0152 － 41 － 0616

第一種事業
物品販売業、不動産貸付業、
飲食店業  など

５％

第二種事業 畜産業、水産業  など ４％

第三種事業

医業、理・美容業、
クリーニング業  など

５％

あん摩・はり・きゅう業  など ３％
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年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍年金係 8番窓口

☎77－8378

令和３年度の国民年金保険料免除・納
付猶予等の申請書は届いていますか？

　令和3年7月分保険料が未納の方で、令

和2年における本人・配偶者・世帯主の所得

金額、扶養情報により全額免除、納付猶予、

一部免除（4分の3免除、半額免除、4分の1免

除）に該当すると見込まれる方に、「国民年

金保険料・納付猶予申請書」を10月中旬に

お送りしています。

　申請書はハガキ形式になっており、必要

事項を記入してポストに投函することで令

和3年度分（令和3年7月から令和4年6月分）

の免除・納付猶予を申請することができま

す。ただし、学生の方や令和3年6月以前

の期間の免除・納付猶予については、今回

送付される申請書では申請できません。

問い合わせ先　
戸籍年金係８番窓口　☎77－8378

北見年金事務所　☎0157―25―9635

町有車両を売払います
　町では、２件の車両の売払いを予定しています。購入をご希望の方はご参加ください。

売払い車両

その他

入札執行日時入札方法 入札執行場所

入札物件の縦覧

種　類　小型乗用自家用車両　　５人乗り

排気量　1.49 Ｌ

年　式　平成 10 年　走行距離：151,500 ｋｍ

車　検　令和５年４月２７日まで

その他　4WD、AT、キズあり

種　類　普通乗合自家用車両　１５人乗り

排気量　2.98 Ｌ

年　式　平成 13 年　走行距離：325,256 ｋｍ

車　検　令和４年４月４日まで

その他　キズあり

②入札額は消費税抜きの金額を記入してください。契約は落札額に消費税 10％を加算した額で締結します。

③売買契約の締結後は、速やかに代金を納入していただきます。　④車両に書かれている文字やマークなど

は、購入者において削除してください。　⑤車両の移転等手続きは、購入者が行ってください。　

⑥その他の事項については、町の入札実施要領によります。　⑦車両の引渡しは、代金納入後に行ないます。

※ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

①入札書は縦覧の日以降にお渡ししますので、お申し出ください。

入札車両名 トヨタコルサ

メールの登録方法 ＬＩＮＥの登録方法

入札車両名 トヨタハイエースコミューター

一般競争入札 令和３年１１月１５日（月）午前９時 津別町役場　２階中会議室

日時　令和３年１１月８日（月）、１１月９日（火）午前９時から午後３時までの間

場所　豊永バス車庫　※縦覧を希望される方は、事前に下記の連絡先に申し込みをお願いします（期間厳守）。

メール配信システム「ささえねっと＠つべつ」への登録をお願いします！
高齢者などの行方不明者情報や、町の防災情報などをお届けしています。ぜひ登録をお願いします。

～ 登 録 方 法 ～

①右のQRコードを読み取り、手

順に従って登録してください。

②下記メールアドレスを入力し空メールを送

り、手順に従って登録してください。

t-tsubetsu@sg-p.jp

ＬＩＮＥアプリを開き、右のＱＲコー

ドを読み取り、友だちに追加します。

ＬＩＮＥにメッセージが届きます。手順に従って

登録してください。

問い合わせ先　総務課庶務係２６番窓口　☎７７－８３７１

問い合わせ先　建設課道路河川係２２番窓口　☎７７－８３９１

※詳細は、町ホームページをご覧ください。
▲町ホームページ

①マイナポイントの申請期間が12月末まで延長されました。マイナンバーカードを申請している方で、役場に取

りに来ていない場合は、12月末までに取りに来て、マイナポイントをご利用ください（令和3年4月末までにマイナ

ンバーカードを申請した方に限ります）。　②令和３年10月20日よりマイナンバーカードの保険証利用が本格的

に始まりました。利用するにあたって、保険証利用の申請手続きが必要になりますので、マイナポータルより申請

手続きを行ってください（病院がマイナンバーカードに対応していない場合は保険証としてご利用できません）。

　上記二つの手続きは役場戸籍年金係でも行えますので、ご不明なときは戸籍年金係までお問い合わせください。

マイナポイントの期間延長・マイナンバーカードの保険証利用について

問い合わせ先　・戸籍年金係８番窓口　☎ 77－8378　・マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120－95－0178


